
事 務 連 絡

令和 4年 4月 8日

関係機関 '関係団体の長 殿

四国連輸局総務部総務課長

ウクライナの首都等の呼称の変更について

標記について、別添のとおり連絡がありましたので、よろしくお取り計らい

願います。



国 官 総 第 4号
令 和 4年 4月 8日

本省局長等 殿

地方局長等 殿

国 土 交 通 省 大 臣 官 房 長

(公 印 省 略 )

ウクライナの首者「l等の呼称の変更について

標記について、別添のとおり外務省大臣官房長より協力依頼がありましたので、関係

機関・団体等に対し周知願います。

4.4t-8

日逹輪



(別  紙)送付先一覧

大臣官房秘書室長 殿 不動産日建設経済局長 殿 国土交通政策研究所長 殿

大臣官房人事課長 殿 都市局長 殿
国土技術政策総合研究所長
殿

大臣官房総務課長 殿 水管理日国土保全局長 殿 国土交通大学校長 殿

大臣官房広報課長 殿 道路局長 殿 柏研修センター所長 殿

大臣官房会計課長 殿 住宅局長 殿 航空保安大学校長 殿

大臣官房地方室長 殿 鉄道局長 殿 小笠原総合事務所長 殿

大臣官房福利厚生課長 殿 自動車局長 殿 国土地理院長 殿

大臣官房技術調査課長 殿 海事局長 殿 観光庁長官 殿

総括監察官 殿 港湾局長 殿 運輸安全委員会事務局長 殿

危機管理・運輸安全政策審議官
殿

航空局長 殿 気象庁長官 殿

大臣官房官庁営繕部長 殿 北海道局長 殿 海上保安庁長官 殿

総合政策局長 殿 政策統括官 殿 海難審判所長 殿

土地政策審議官 殿 政策統括官 殿

国土政策局長 殿 国際統括官 殿



東北地方整備局長 殿 近畿運輸局長 殿

関東地方整備局長 殿 神戸運輸監理部長 殿

北陸地方整備局長 殿 中国運輸局長 殿

中部地方整備局長 殿 四国運輸局長 殿

近畿地方整備局長 殿 九州運輸局長 殿

中国地方整備局長 殿 東京航空局長 殿

四国地方整備局長 殿 大阪航空局長 殿

九州地方整備局長 殿 札幌航空交通管制部長 殿

北海道開発局長 殿 東京航空交通管制部長 殿

北海道運輸局長 殿 福岡航空交通管制部長 殿

東北運輸局長 殿 神戸航空交通管制部長 殿

関東運輸局長 殿

北陸信越運輸局長 殿

中部運輸局長 殿



欧東合第 184号

令和4年 4月 1日

関 係 各 位

外務省大臣官房長

(公印省賂)|

ウタライナの首都等の呼称の変更

標記の件に関し、令和 4年 3月 31日 付けで外務省報道発表『ウクライナの

首都等の呼称の変更」を発出し、日本政府として、ウクライナの首都等り地名

の呼称をウクライナ語による読み方に基づく呼称に変更することといたしまし

たので、御留意願います。       _           !

I主な変更例】         |
キエア (Kiov) ｀ キ●ウ (kyiv)       .

ォェルノブイヅ(Chemobyl)!■  チヨルノービリ(ChOrnObyl)

オデンサ(Odess争)→ オデーサ(odesa)、

1ドニエプ″(Dniepr)→  ドユプロ(Dnipro)

また、貴府省庁におかれましては、各関係機関・民間団体等に通報いただく

よう、御協力をお願いいたします。

付属添付 外務省報道発表「ウクライナの首都等の呼称の変更J

地名対象表 (ウ クライナ語 。ロシア語)i  i

/号
官絡



本信送付先 内閣官房内閣総務官室内閣総務官

内閣法制局総務主幹

人事院事務総局総括審議官 :

内閣府大臣官房長

宮内庁次長

公正取引委員会事務総長

讐集庁長官官房長

カジノ管理委員会事務局長

金融庁総務企画局長

消費者庁次長

デジタル庁統括官

復興庁統括官

総務省大臣官房長

公害等調整委員会事務局長

法務省大臣官房長

財務省大臣官房長

文都科学省大臣官房長

厚生労働省大臣官房長

農林水産省大臣官房長 i

経済産業省大臣官房長

国土交通省大臣官房長

環境省大臣官房長      ―

原子力規制庁次長     '
防衛省大臣官房長

会計検査院事務局次長

衆議院事務局国際部長

参議院事務局国際部長

最高裁判所事務総長



令和 4年 3月 91日
G-0377

ウクライナの首都等の呼称の変更 :

1 白シァによる侵略を受け、日本政府生してウクライチ支援及びウクライサ
|の■膚の連帯を示すための行動について幅広 く慣討を行つてきたところで
すが、

イ
ウクライナの首都の呼称をロシア語からウクライナ語に変更してはど

うかとの指摘が各方面から寄せられました。これを踏まえ、適切な呼称Iこ う
いてウクうイナ政1賠の意向について照会を行っていたところ、今般、ウクラ
イナ側から回答が得られたことから、ウクライナの首都の醇称をロシア話に
■る読み方に基づく「キェフ」からウクライナ語による読み方に基づく「キ
ーウJI耳 変更することとしました。また、首都以外の地名についても、リク
ライナ語による読■方に基づく

.呼
称に変更することとしました。

i

2 甲シアによる侵略は、明らかにウクライナの主権及び領土の一体性を侵害
し、武力の行使を禁ずる国際法の深刻な違反であり、国連憲章の重大な違反
です。我が国は、引き続きウクライナ及びウクライナ国民に寄り添い、:事態
の改著に向けてG7を始めとする国際社会と連携して取り組んでいきます。



地名対照表(ウクライナ語ロロシア語)

令和4年4月 十日

欧州局中B東欧課

注1:平成二年内閣告示「外来語の表記」における第一表及び第二表を基準に作成.      .
注2:ロシア語と違ぃ、Ⅸv)の後に母音が続かない場合、「フJの音にならず、「ウ」に近い音になるため、表記はrゥ Jを用

いる。ただし、発音が不自然ななものとなる場合は、「フ」又は「ッ1を用いることも排除峰ない。例ギアヴァコ立→ァ

ヴァコフ

注,i「の表記には、ガ行ではな卜、′、何有用いる。1語の場合はhとなる。   ィ     _
注4:子音の後!IЬが続くは、イ段又はウ段の音を用いる。例理ヴィウ、下リスピlJ～ ルハン丞ク

ウクライナ語表記 ロシア語表記 英語 ウクラィナ語
キーウ州/市 キエフ Kyiv КЙ色

チョルノービリ市/原子力発電所 チエルノブイリ ChomObyユ ■opHo5ИttЬ

ォ宇―サ州/市 オデッサ Odes, OДeca

ドニプロ,I1/市 ド尋エプル Dnipro ДHiΠpO

ドネツク州/市 ドネツク Donetsk ДOHettЬК

ルハンスク州/市 ルガンスク L前ansk Лy「a,CLК

ハルキウ州/市 ハ リコフ Kharki↓ XapKIB

ミコライウ州ノ市 ニコラエフ Myko10iv MИКoЛaね

リヴィウ州/市 リヴォフ Lviv ЛLBl】

イヴァメ=ウランキウスク州/市 イヴァノ=フランコフスク IVa40‐ FFankiVsk haHo‐ΦpaHК iBCLК

ドニプロペトロウスク州 ド三ェプロペトロフスク pmpropettOvsk ДⅢEpOtteTpoBcLК

チェルユウツィ州/市 チェルノフツィ Chem"tsi ЧepHiBЦl

ザポリッジャ州/市 ザポロージェ Zaporizhia 3anopixⅢЯ

リーウネ州/市 日―ヴノ R帝ne PiiHe

テルアービリ州/市 テルノーポリ Temopil TepHoHiЛЬ

チエルニヒウ州/市 チエルニゴフ Che軍出hV ■lepHiriB

チエルカーシ州/市 チエルカッシ Cherkasy ЧepttacИ

キロヴオフラTド州 キロヴオグラード X&】コovohrad К単OBOれaД

ザカルパッチヤ州 ザカルバチエ Zakarpattya 3attapHattЯ

ヘルソン州/市 ヘルソン Kherson Xepco五

スニミ州/市 スー ミ Sumy CyMИ

ポルタヴァ州/市 ポルタヴァ Poltava HoЛTaBa

ジトTミル州/市 ジトーミル Zhomyr 9КITroMИ p

ヴィンニツア州/市 ヴィンニツァ Vi■■ytsa BiHHИ II属

フメリニツキー州/市 フメリニツキー mmehytskyi XtteЛЬHЩЬКИЙ

ヴォリー三州 ヴォリーニ Volyn BoJMHЬ

クリミア自治共和国 クリミア Crimea КpИM

セヴァストーポリ市 セヴァストーボリ Sevastoppl CeBacTOΠ OЛЬ

ボリスピリ空港 ポリスポリ Boryspil BOpИOΠ】J】L

イルピニ市 イルペニ Irph 10こiHЬ

マリウポリ市 マリウポリ Mariupol MapiyΠ o」lL


